
１ 健全化判断比率

■ 財政健全化判断比率

●実質赤字比率

●連結実質赤字比率

●実質公債費比率

平成22年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標について
も早期健全化基準、財政再生基準を下回りました。

袋井市の健全化判断比率等

早期健全化基準 財政再生基準

財政良好 財政悪化

普通会計での赤字の比率

（一般会計と土地取得特別

普通会計と公営事業会計

を合わせた全会計での赤字

普通会計や公営企業会計

などの借入金返済額の比率

12.57%

17.57%
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0%

0%

0%

-5.01%

袋井市

-25.70%

袋井市

13.5%

袋井市

●将来負担比率

２ 資金不足比率

※資金不足額がないため、資金不足比率は「―」で表示しています。

事業規模＝営業収益（に相当する収入）の額－受託工事収益（に相当する収入）の額

資金不足比率（%）

各公営企業における「資金不足比率」については、資金不足を生じた公営企業はないため、該当
はありません。

1,336,557

―

会計名

2,495

266,816

5,001,438
20%

事業規模（千円）経営健全化基準

農業集落排水事業特別会計

公 共 下 水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計 ―

―

―

全会計が将来負担すべき

実質的な負担残高の比率

各公営企業会計での事業規模に対する資金不足額の割合

350.0%0%
89.8%

袋井市


